
富里市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（素案） 

パブリックコメントの結果について 

 

富里市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（素案）について意見を募集した結果、 

１名から１件の意見が寄せられました。 

 寄せられた意見の趣旨とこれに対する市の考え方は、以下のとおりです。 

 なお、意見に基づく計画内容の見直しはありません。 

 

○パブリックコメント実施結果の概要 

募 集 期 間 令和７年１月７日(火曜日)から１月２７日(月曜日) 

意 見 提 出 者 １人 

意 見 件 数 １件 

 

○寄せられたご意見の趣旨と市の考え方 
番号 意見の趣旨 市の考え方 

１ 

 

Ｐ２７  

（２）再生可能エネルギー導入目標 

太陽光パネルの耐用年数経過後の

処理をどうするのか気になります。 

費用を捻出し適切に処分・リサイク

ル・埋める等どのように処理をする

のでしょうか？ 

 

また、市内にみられる木々を切り

倒した新規住宅開発の様な太陽光パ

ネルを設置するための新たな土地整

備の計画があるようなら自然保護の

観点から反対します。 

耐用年数経過後の太陽光発電設備（太

陽光パネル）の適正な処理については、

国のガイドライン等に基づき、可能な限

り再利用・再資源化の実施をしていただ

き、やむを得ず処分する場合でも、地下

水汚染対策がされている管理型最終処

分場に埋め立てるなど、廃棄物処理法に

基づき解体・撤去工事を行う事業者が適

正に処理を行う必要があります。 

 本市においても、国・県等の動向把握

や関連情報の収集に努め、市公式ホーム

ページ等で適正な処理について情報発

信を行っていきます。 

 

また、再生可能エネルギー設備等の導

入拡大においては、自然環境や生活環境

への影響に配慮しながら、導入を促進し

ていきます。 

 


